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各務原市介護保険サービス 事業者協議会 

会長 稲垣 光晴 

 

書面議決のお願い 

 

拝啓 陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は各務原市介護保険サービス事業者協議会

に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、政府、岐阜県、各務原市より集団での会議の自粛要請に伴い、本協議会の総会を書面議決にて行います。

何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。別添内容につき、ご意見を返信いただけますようお願い申し上

げます。 

 敬具                                                    

 

記 

 

１．理事立候補受付 

2020 年度は役員改選期（規約第 13 条）にあたる為、理事の立候補のお申し出を受付いたします。本案

内到着以降、2020 年 4月 17日(金)事務局着にて、別紙でのご返信をお願いいたします。なお FAX でご返信

頂く場合は着確認の TEL をお願い申し上げます。 

事務局 各務原市社会福祉協議会  足立・松浦 

 TEL：058-383-7610 

 

２．各務原市サービス事業者協議会の議案一式 メール発送 

理事の立候補の結果を受けて、5 月上旬までに会員様に各部会を通じて発送させて頂きますので、議案の賛

否のご返信をお願い致します。また事務局にご返信頂くことにより総会に出席したとみなし、過半数の返信をもって

総会の成立とし（規約第１４条４）議決するもとします。 

 


